
一
家
族
変
動
分
析
と
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
視
点

日
本
の
社
会
・
文
化
構
造
を
規
定
す
る
重
要
か
つ
基
本
的
な
要
素

の
一
つ
と
し
て
、
制
度
体
と
し
て
の
「
家
」
は
早
く
か
ら
着
目
さ
れ
、

社
会
科
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
お
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て

き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
研
究
の
主

流
は
、
規
範
的
、
理
念
的
な
面
に
注
目
し
た
制
度
研
究
で
あ
り
、
主

た
る
関
心
は
、
「
家
」
制
度
体
内
部
の
構
造
分
析
と
、
「
家
」
相
互

の
連
関
構
造
の
分
析
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
近
年
に
な
っ

て
、
戦
前
か
ら
着
手
さ
れ
、
か
つ
豊
富
な
成
果
を
生
み
出
し
た
制
度

研
究
を
ふ
ま
え
て
、
「
家
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
研
究
視
点
の
い
く

つ
か
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
的
実
体
と
し
て
の
「
家
」

を
集
団
論
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
家
」
と
呼
ば
れ
て
き

た
家
族
の
動
態
的
把
握
の
試
み
、
さ
ら
に
は
家
族
過
程
の
分
析
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、
歴
史
的
実
体
と
し
て
の

「
家
」
を
、
成
員
の
相
互
作
用
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
か
ら
、

〔
論
説
〕

農
民
家
族
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス

家
族
史
に
対
す
る
新
た
な
取
り
組
み
の
一
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
家
」
の
構
造
は
、
個
々
の
家
成
員
の
家
族
的
地
位

に
応
じ
た
行
動
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

で
は
、
連
続
性
を
志
向
す
る
「
家
」
の
構
造
は
、
ど
の
よ
う
な
内
部

過
程
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
家
族
の
連
続
性
を
前
提
と
す
る
直
系
家
族
制
度
の
変

容
は
、
成
員
間
の
相
互
作
用
過
程
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
、
こ
こ
で
は
、
各
代
相
続
人
た
ち
の

家
族
経
歴
上
の
移
行
の
態
様
を
通
し
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
相
続
人
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス

ー
家
族
経
歴
の
移
行
を
中
心
と
し
て
ｌ

対
象
と
な
っ
た
の
は
、
山
梨
県
内
の
旧
棡
原
村
大
垣
外
の
五
四
戸

（
１
）

の
当
代
と
先
代
の
一
毛
代
の
相
続
人
で
あ
る
。
各
家
の
相
続
人
延
べ

一
○
二
人
に
つ
い
て
、
家
族
経
歴
上
の
主
要
な
出
来
事
を
、
い
つ
、

岩
上
真
珠
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ど
の
よ
う
な
順
序
で
、
ど
の
く
ら
い
の
間
隔
で
経
験
し
た
か
を
調
査

し
た
。
調
査
に
は
、
直
接
面
接
法
、
回
想
法
が
用
い
ら
れ
た
。
先
代

死
亡
の
場
合
に
は
、
先
代
の
配
偶
者
ま
た
は
当
代
相
続
人
か
ら
の
間

接
回
答
に
よ
っ
て
補
っ
た
。
対
象
と
な
っ
た
一
○
二
人
の
相
続
人
の

出
生
年
は
、
一
八
六
○
年
代
か
ら
一
九
五
○
年
代
生
れ
の
ほ
ぼ
一
○

○
年
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
今
回
は
出
生
年
に
よ
っ
て
、
一
九
一
○

年
代
以
前
（
明
治
後
半
Ｉ
大
正
前
半
）
に
生
ま
れ
た
相
続
人
（
五
九

人
）
と
、
一
九
二
○
年
代
以
降
（
大
正
後
半
Ｉ
昭
和
）
に
生
ま
れ
た

相
続
人
（
四
三
人
）
の
二
つ
の
コ
ー
ホ
ー
ト
（
出
生
集
団
）
に
分
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ホ
ー
ト
に
つ
い
て
出
来
事
経
験
年
齢
の
平
均

値
を
算
定
し
た
（
表
ｌ
）
。
な
お
、
先
代
四
八
人
は
、
二
人
を
除
い

〔表1〕相続人の家族経歴移行

出来事

(注1）経験率は67％

て
前
半
の
コ
ー
ホ
ー
ト
に
含
ま
れ
、
当
代
五
四
人
は
、
一
九
○
○
年

代
と
一
九
一
○
年
代
生
ま
れ
の
一
三
人
を
除
い
て
後
半
の
コ
ー
ホ
ー

ト
に
含
ま
れ
て
い
る
。
表
１
は
、
家
族
経
歴
の
移
行
の
順
序
と
、
各

出
来
事
の
経
験
年
齢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
順
序
は
、
前
半
の
コ
ー

ホ
ー
ト
の
も
の
に
従
っ
て
お
り
、
後
半
の
コ
ー
ホ
ー
ト
で
は
い
く
つ

か
の
順
序
が
逆
転
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
た
だ
後
半

の
コ
ー
ホ
ー
ト
の
場
合
に
は
、
家
族
経
歴
の
あ
と
の
方
の
出
来
事
を

ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
者
が
か
な
り
お
り
、
参
考
資
料
の
域
を
出
な

い
。
そ
こ
で
、
一
九
一
○
年
代
以
前
の
コ
ー
ホ
ー
ト
の
平
均
的
な
家
族

経
歴
の
移
行
を
み
る
と
、
ま
ず
、
学
卒
以
前
に
祖
父
の
死
に
出
会
う

（
六
・
七
歳
）
。
二
五
・
七
歳
で
結
婚
し
て
、
二
八
・
一
歳
で
初
子

を
得
る
。
三
四
歳
で
世
帯
を
継
承
し
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
父
の
死
を

む
か
え
る
。
大
垣
外
は
伝
統
的
に
長
男
相
続
で
あ
り
、
継
承
形
態
は

「
死
讓
り
」
が
五
九
事
例
中
一
二
、
生
前
移
讓
が
一
四
、
継
承
前
に

父
が
亡
く
な
っ
た
事
例
が
一
二
、
残
り
は
非
該
当
（
分
家
・
来
住
初

代
）
お
よ
び
不
明
で
あ
る
。
三
八
・
五
歳
で
母
の
死
を
、
四
○
・
一

歳
で
末
子
（
平
均
出
生
児
数
五
・
四
人
）
の
誕
生
を
経
験
す
る
。
し

た
が
っ
て
父
母
と
も
に
そ
の
孫
の
顔
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
あ
と
か

ら
生
ま
れ
た
孫
は
見
な
い
で
死
ぬ
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
あ
と
の
方
の
子
ど
も
た
ち
は
祖
父
母
と
の
相
互
作
用
の
チ
ャ

ン
ス
が
な
い
の
で
あ
る
。
五
三
・
七
歳
で
子
ど
も
の
結
婚
を
経
験
し
、
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1910年代
以前生まれ

1920年代
以降生まれ

出 生

祖父の死

(学校卒業）

祖母の死

結 婚

初子誕生

世帯継承

父の死

母の死

末子誕生

子の結婚

初孫誕生

世帯移譲

本 ~澤汚

歳

）

０
７
０
５
７
１
０
４
５
１
７
７
７
９
。

●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
４
７
５
８
４
４
８
０
３
５
１
５

１
１
２
２
３
３
３
４
５
５
６
６（

歳０
８
９
５
６
９
５
０
０
２
２
５

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
５
３
６
７
８
８
８
３
４
５

１
１
２
２
２
２
３
３
５
５

一
一



末
子
誕
生

母
の
死

父
の
死

▲
世
帯
継
承

本
人
の
死

▲
世
帯
移
譲

初
子
挺
生

結
砿

祖
母
の
死

学
卒

初
孫
挺
生

子
の
結
婚

出
生

祖
父
の
死

9）0

本人

ー－一ｰ

＜二夫婦三世代＞

（10.2年）

核家族くこ夫蹄二世代＞

（6.3年）

核家族＜二夫婦三世代＞

（6.7年）

l______.…_-.._….…‐

(27.7年）

〔図1〕家族の連続性の一モデル

五
五
・
七
歳
で
初
孫
を
見
る
。
つ
ま
り
祖
父
役
割
を
取
得
す
る
。
六

一
・
七
歳
で
世
帯
を
次
代
に
讓
り
、
六
六
歳
前
後
で
自
ら
の
死
を
迎

え
る
と
い
う
一
生
の
過
程
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
垣
外
の
明
治

後
半
か
ら
大
正
前
半
生
ま
れ
の
相
続
人
た
ち
の
ほ
ぼ
モ
ー
ダ
ル
な
家

族
経
歴
の
移
行
パ
タ
ー
ン
だ
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

こ
の
移
行
パ
タ
ー
ン
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
世
代
間
の
相
互

作
用
の
チ
ャ
ン
ス
と
期
間
を
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。
図
１
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
こ
の
よ
う
な
順
序
で
、
こ
の

よ
う
な
時
機
に
経
験
を
さ
れ
る
な
ら
ば
、
家
族
の
連
続
性
は
保
証
さ

れ
る
。
し
か
し
、
直
系
家
族
制
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み

〔表2〕家族経歴における危機的位相

注経験率は,N=102から
不明・非該当を除いた母数
に対するもの。

な
さ
れ
る
こ
の

モ
デ
ル
に
お
い

て
も
、
直
系
家

族
の
理
念
型
で

あ
る
二
夫
婦
三

世
代
の
形
態
は
、

家
族
経
歴
上
の

あ
る
特
定
の
位

相
の
、
し
か
も

か
な
り
限
定
さ

れ
た
期
間
に
お

い
て
の
み
実
現

－54－

危機的位相 経験率％

出生前に祖父死亡
〃 祖母死亡

36．5

15．8

卒業前に父死亡
〃 母死亡

18．4

9.2

結婚前に父死亡
〃 母死亡

35．4

17．9

初子誕生前に父死亡
〃 母死亡

８
１
●
●

９
３
３
２

末子誕生前に父死亡
〃 母死亡

９
３
５
４
８
０

初孫誕生前に
本人死亡

18．8



〔表3〕家族経歴上の出来事の経験間隔

注1 単位は年

注2家族経歴上の危磯とは．父力f本人学卒以前または学卒後5年以内に死亡の場合をいう．

さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
も
し
、
あ
る
家
族
経
歴
上
の
経

験
が
、
平
均
よ
り
も
か
な
り
早
く
、

あ
る
い
は
遅
く
な
さ
れ
た
り
、
経
験

す
る
出
来
事
の
順
序
が
変
わ
れ
ば
、

モ
デ
ル
通
り
に
は
展
開
で
き
な
い
。

あ
る
成
員
の
家
族
経
歴
移
行
の
時
機

と
順
序
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

世
代
内
・
世
代
間
の
関
係
の
あ
り
様

が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ

う
し
た
事
態
は
、
実
際
に
少
な
か
ら

ず
生
じ
て
い
る
。
表
２
に
示
す
よ
う

に
相
続
人
の
う
ち
三
六
・
五
％
は
出

生
前
に
す
で
に
祖
父
が
死
亡
し
て
お

り
、
ま
た
約
四
割
が
、
初
子
の
誕
生

以
削
に
父
の
死
亡
を
経
験
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
理
念

的
に
は
二
夫
婦
三
世
代
の
形
態
が
出

現
す
る
時
期
に
そ
れ
が
実
現
で
き
ず
、

家
族
の
連
続
性
は
変
則
的
な
形
で
し

か
維
持
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
維

持
す
る
の
が
き
わ
め
て
困
難
な
事
態

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

表
３
は
、
家
族
経
歴
の
移
行
が
、
二
世
代
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
モ
デ

ル
に
沿
っ
て
経
験
さ
れ
た
事
例
と
、
学
卒
以
前
ま
た
は
学
卒
後
五
年

以
内
の
早
い
時
期
に
父
の
死
を
経
験
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
出
来
事

間
の
平
均
間
隔
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
の
符
号
が
つ

い
て
い
る
場
合
に
は
、
出
来
事
の
経
験
順
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
家
族
経
歴
の
移
行
が
順
調
な
パ
タ
ー
ン
を
示
す
グ
ル
ー
プ
で

は
、
卒
業
か
ら
父
の
死
ま
で
二
五
・
三
年
、
結
婚
か
ら
父
の
死
ま
で

一
六
年
、
初
子
誕
生
か
ら
父
の
死
ま
で
一
四
・
八
年
、
末
子
誕
生
か

ら
父
の
死
ま
で
一
・
二
年
、
継
承
か
ら
父
の
死
ま
で
二
・
三
年
と
、

い
ず
れ
も
一
定
の
間
隔
を
有
し
て
お
り
、
家
族
成
員
問
の
相
互
作
用

の
チ
ャ
ン
ス
が
大
き
い
こ
と
と
、
世
代
が
重
複
し
な
が
ら
家
族
の
連

続
性
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
同

時
に
、
祖
父
母
が
初
子
（
祖
父
母
に
と
っ
て
は
ひ
孫
）
ま
で
は
み
る

こ
と
が
で
き
ず
、
い
か
に
安
定
的
な
世
代
間
の
連
続
性
が
み
ら
れ
る

場
合
で
あ
れ
、
四
世
代
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
、

こ
の
表
か
ら
う
か
が
え
る
。

一
方
、
家
族
経
歴
に
お
い
て
父
の
死
を
早
く
経
験
し
た
場
合
に
は
、

家
族
の
連
続
性
に
と
っ
て
、
い
く
つ
か
の
危
機
的
位
相
が
発
生
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
間
隔
の
平
均
値
に
マ
イ
ナ
ス
が
つ
い
て
い
る
も
の
が

多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
家
族
経
歴
の
移
行
順
序
が
い
く

つ
か
の
出
来
事
の
あ
い
だ
で
異
な
る
。
と
り
わ
け
、
結
婚
お
よ
び
初
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祖父の死から
父の死まで

祖母の死から
父の死まで

父の死から母
の死まで

卒秦から父の
死まで

卒栗から母の
死まで

結婚から父の
死まで

結婦から母の
死まで

初子実生から
父の死まで

初子誕生から
母の死まで

家族解雇
皿 閏

26．1 21.1 2.9 25.3 33．2 16．0 22．9 14．8 21．6

家族鰹展
危 纏

6.3 －3．6 23.5 －6．6 17．7 －17．7 6.6 －19．7 5.3

末子更生から
父の死まで 蕊慧￥

●

わ 初子里生から
祖父の死まで

ら
で
か
ま
生
死
夏
の
子
母
初
祖

鮭承から父の
死まで

鮭承から母の
死まで

結婚から継承
まで

子ら
で
の 畦承から子の
終婚まで

家族経歴
噸 輿

1.2 9.8 －12．5 一a8 2.3 7.6 13．9 10．7 21．2

家族拝厩
危 楓

－28．2 －4．3 －26●0 －168 －14．9 89 －3．6 29．7 40．0



子
誕
生
以
前
に
父
の
死
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
夫
婦
三
世
代

の
理
想
的
形
態
は
、
父
の
死
の
時
点
か
ら
本
人
の
初
孫
誕
生
ま
で
約

五
○
年
間
も
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
図
１
参
照
）
。
し
か
も
、

も
し
早
い
時
期
で
の
父
の
死
が
、
後
続
す
る
家
族
経
歴
に
影
響
を
与

え
、
本
人
の
結
婚
、
初
子
誕
生
、
子
の
結
婚
、
初
孫
誕
生
の
経
験
年

齢
を
遅
ら
せ
る
よ
う
に
作
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
現
は
、
さ
ら

に
引
き
延
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
し
た
相
続

人
が
、
万
一
初
孫
誕
生
以
前
に
死
を
迎
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
さ

ら
に
も
う
三
○
年
近
く
も
そ
の
実
現
は
不
可
能
に
な
り
、
実
に
四
分

の
三
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
理
念
的
形
態
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
も

生
じ
う
る
し
、
こ
う
し
た
事
態
は
実
際
に
か
な
り
の
確
率
で
生
じ
て

も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
家
族
の
連
続
性
を
担
い
う
る
の
は

祖
母
あ
る
い
は
母
で
あ
る
。
表
３
に
示
す
よ
う
に
、
早
い
時
期
に
父

の
死
を
経
験
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
、
祖
母
の
死
を
父
の
死
の
三
・
六

年
後
に
、
ま
た
母
の
死
を
初
子
誕
生
の
五
・
三
年
後
に
経
験
し
て
お

り
、
「
家
」
の
連
続
性
が
系
譜
以
外
の
者
に
よ
っ
て
実
質
的
に
担
わ

れ
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
、
家
族
経
歴
の
移
行
の
態
様
を
垣
間
み
る
だ
け
で
も
、
直
系

家
族
を
制
度
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
い
か
に
至
難
の
こ
と
で
あ
っ

た
か
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
家
族
変
動
へ
の
動
因
は
、
家
族

の
内
部
過
程
そ
れ
自
体
の
中
に
、
つ
ね
に
内
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、
か
か
る
困
難
な
シ
ス

テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
同
族
、
親
類
、
親
分
ｌ
子
分
関

係
、
組
な
ど
、
家
族
外
資
源
の
動
員
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
「
家
」
を
取
り
ま
く
そ
れ
ら
の
諸
シ
ス
テ
ム
を
、
「
家
」

の
内
部
過
程
の
宿
命
的
な
脆
弱
さ
を
前
提
に
し
て
問
題
に
す
る
視
点

も
、
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
家
」
と
「
家
」
の
連
関
構
造
の
変
容
に
つ
い
て
も
、

「
家
」
成
員
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
大
垣
外
は
、
故
喜
多
野
清
一
博
士
の
業
績
に
よ
っ
て
、

親
分
ｌ
子
分
関
係
が
村
落
構
造
の
統
合
に
お
い
て
顕
著
に
機
能
し
て

（
３
）

い
る
村
落
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
親
分
Ｉ
子
分
関
係

も
ま
た
「
家
」
の
内
部
過
程
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
一

つ
の
事
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
・

こ
の
村
は
、
オ
ー
カ
タ
と
呼
ば
れ
る
、
村
落
社
会
の
階
統
構
造
の

頂
点
に
位
置
す
る
オ
ャ
ブ
ン
家
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
オ
ー
カ
タ
家
の
先
代
は
、
若
い
頃
に
親
（
先
々
代
）
の
反
対
を

押
し
切
っ
て
東
京
に
出
た
。
明
治
三
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、

結
婚
も
東
京
で
「
勝
手
に
」
し
て
、
病
を
得
て
昭
和
一
九
年
に
帰
村

す
る
ま
で
一
度
も
村
に
帰
っ
て
い
な
い
。
当
代
は
東
京
生
れ
の
東
京

育
ち
で
、
復
員
し
て
み
る
と
昭
和
二
○
年
に
大
空
襲
を
受
け
て
家
が

な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
二
五
歳
で
初
め
て
大
垣
外
で
暮
ら
す

よ
う
に
な
る
ま
で
、
村
と
は
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
だ
っ
た
人
で
あ
る
。

大
正
五
年
に
先
々
代
が
亡
く
な
っ
て
以
後
、
相
続
人
不
在
の
オ
ー
カ
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タ
家
を
実
質
的
に
取
り
し
き
り
、
オ
ャ
ブ
ン
役
を
こ
な
し
て
い
た
の

は
先
代
の
弟
で
あ
っ
た
。
先
代
は
昭
和
一
九
年
に
帰
村
し
て
二
年
後

に
亡
く
な
り
、
結
局
、
自
身
は
オ
ャ
ブ
ン
役
を
生
涯
一
度
も
引
き
受

け
な
か
っ
た
。
昭
和
二
○
年
に
帰
村
し
た
当
代
は
、
父
の
死
に
と
も

な
い
翌
一
二
年
に
オ
ー
カ
タ
家
を
継
承
す
る
の
だ
が
、
実
質
的
に
は

父
の
弟
が
、
昭
和
二
八
年
に
七
四
歳
で
死
ぬ
ま
で
（
彼
は
名
目
的
に

は
独
身
を
通
し
た
）
、
引
き
続
き
オ
ャ
ブ
ン
役
を
引
き
受
け
た
。
長

期
に
わ
た
る
相
続
人
の
不
在
と
東
京
育
ち
の
当
代
と
い
っ
た
オ
ャ
ブ

ン
家
の
内
部
過
程
は
、
村
内
に
お
け
る
オ
ー
カ
タ
ヘ
の
オ
ャ
ブ
ン
取

り
に
一
定
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

大
変
に
興
味
あ
る
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
と
、

な
お
一
層
の
考
察
の
必
要
の
た
め
に
、
今
回
は
問
題
提
起
に
と
ど
め

て
お
き
た
い
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
大
垣
外
の
オ
ー
カ
タ
の
場
合
に

は
、
家
族
内
資
源
（
相
続
人
の
弟
）
に
よ
っ
て
オ
ャ
ブ
ン
役
が
引
き

受
け
ら
れ
続
け
た
が
、
同
じ
山
梨
県
の
あ
る
村
で
は
、
大
き
な
オ
ャ

ブ
ン
家
が
相
場
に
失
敗
し
て
当
主
が
離
村
し
、
そ
れ
ま
で
こ
の
家
を

オ
ャ
ブ
ン
に
立
て
て
い
た
数
多
く
の
コ
ブ
ン
家
が
、
「
仕
方
な
く
」

（
４
）

オ
ャ
ブ
ン
を
他
家
に
代
え
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
親
分
・
子
分
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
「
家
」
を
取
り

ま
く
諸
関
係
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
村
落
社
会
内
外
の
他
の
多
く
の

変
数
を
考
盧
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
相
続
人
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
や
、
家
族
の
内

三
結
び
に
か
え
て

あ
る
制
度
が
な
ぜ
存
続
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
変
容
し

た
の
か
に
つ
い
て
の
有
力
な
洞
察
を
得
る
た
め
に
は
、
制
度
と
し
て

理
念
化
さ
れ
て
い
る
行
動
の
パ
タ
ー
ン
が
、
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ

て
い
る
か
を
把
握
し
、
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の

視
点
は
、
そ
の
た
め
の
一
方
法
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
る
。
と
り

わ
け
、
家
族
変
動
に
つ
い
て
の
洞
察
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
家
族
員

の
相
互
作
用
過
程
を
含
め
た
内
的
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

重
要
か
つ
必
須
の
手
続
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
回
は
、
個
人
の
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
の
な
か
の
、
家
族
経
歴
の
移
行
パ
タ
ー
ン
だ
け
を
、
し

か
も
一
面
的
に
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
家
族
経
歴
以
外
の
、

教
育
、
職
業
、
地
域
移
動
と
い
っ
た
他
の
諸
経
歴
と
家
族
経
歴
と
の

相
互
依
存
関
係
や
、
家
族
員
相
互
の
家
族
経
歴
の
連
関
性
と
い
っ
た

点
に
も
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
示
し
得
た
こ
と
は
き

わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
相
続
人
の
家
族
経
歴
の
移
行
の
態
様
を

通
し
て
、
「
家
」
の
内
部
過
程
、
と
り
わ
け
世
代
間
の
連
続
性
に
つ

い
て
の
一
つ
の
局
面
は
、
示
唆
し
え
た
と
考
え
る
。
ま
た
そ
の
背
後

に
垣
間
み
え
た
の
は
、
直
系
家
族
を
制
度
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
の

、
、

至
難
さ
の
事
実
で
あ
る
。

部
過
程
と
い
っ
た
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
有
効
な
示

唆
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
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が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
１
）
一
九
八
四
年
現

一
九
八
四
年
現

こ
う
し
た
行
動
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
を
、
通
時
的
、
縦
断
的
に
収
集

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
「
家
」
の
存
続
と
変
動
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
解
明
に
、
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
た

だ
、
行
動
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
の
収
集
に
は
多
く
の
制
約
が
あ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
今
後
は
、
新
た
な
視
点
を
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果

と
ど
の
よ
う
に
接
合
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
適
切
な
デ
ー
タ
・

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
デ
ー
タ
収
集
の
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
に
、
注
意
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